
��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

（
１２
月
３
・
１６
日
）

〈
審
査
し
た
案
件
〉

■
議

案

�
東
京
都
板
橋
区
分
担
金
等
に
係

る
督
促
及
び
滞
納
処
分
並
び
に

延
滞
金
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

�
東
京
都
板
橋
区
行
政
財
産
使
用

料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
�
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

■
報
告
事
項

�
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
会
議
結

果
に
つ
い
て

�
特
別
区
人
事
・
厚
生
事
務
組
合

議
会
の
活
動
状
況
に
つ
い
て

�
平
成
２５
年
特
別
区
人
事
委
員
会

勧
告
後
の
状
況
に
つ
い
て

〈
主
な
審
査
内
容
〉

東
京
都
板
橋
区
分
担
金
等
に
係

る
督
促
及
び
滞
納
処
分
並
び
に
延

滞
金
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
は
、
特
別
区
税
に
係

る
延
滞
金
の
割
合
の
特
例
の
見
直

し
に
伴
い
、
分
担
金
等
に
係
る
延

滞
金
の
割
合
の
特
例
を
定
め
る
も

の
で
す
。
東
京
都
板
橋
区
行
政
財

産
使
用
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
は
、
特
別
区
税
に
係
る
延

滞
金
の
割
合
の
特
例
の
見
直
し
に

伴
い
、
行
政
財
産
使
用
料
に
係
る

延
滞
金
の
割
合
の
特
例
を
定
め
、

督
促
状
に
指
定
す
る
期
限
ま
で
に

納
付
し
た
場
合
の
延
滞
金
の
割
合

を
定
め
る
も
の
で
す
。

担
当
課
か
ら
は
、
特
別
区
税
と

同
様
、
２６
年
１
月
か
ら
延
滞
金
の

割
合
を
引
き
下
げ
る
も
の
で
あ
る

が
、
現
在
当
該
条
例
に
よ
る
延
滞

金
の
徴
収
は
適
用
し
て
い
な
い
と

の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

委
員
か
ら
は
、
対
象
と
な
る
歳

入
の
内
容
、
実
際
の
対
応
、
特
例

基
準
割
合
の
改
定
に
よ
る
影
響
、

延
滞
金
を
徴
収
し
な
い
根
拠
、
延

滞
金
の
あ
り
方
、
公
債
権
、
私
債

権
、
延
滞
金
滞
納
に
よ
る
差
し
押

さ
え
な
ど
に
つ
い
て
活
発
な
質
疑

が
あ
り
ま
し
た
。

意
見
表
明
で
は
、本
条
例
は
、負

担
を
軽
減
す
る
も
の
で
あ
る
と
し

て
賛
成
と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

表
決
の
結
果
、
全
会
一
致
で
原

案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
し
ま
し
た
。

（
１２
月
３
日
）

〈
審
査
し
た
案
件
〉

■
議

案

�
東
京
都
板
橋
区
立
体
育
施
設
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

�
東
京
都
板
橋
区
住
民
記
録
保
護

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

�
東
京
都
板
橋
区
廃
棄
物
の
発
生

抑
制
、
再
利
用
の
促
進
及
び
適

正
な
処
理
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

■
陳

情

�
板
橋
区
ホ
タ
ル
生
態
環
境
館
の

存
続
を
求
め
る
陳
情

�
「
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
を

改
正
し
、
発
生
抑
制
と
再
使
用

を
促
進
す
る
た
め
の
意
見
書
」

の
提
出
を
求
め
る
陳
情

■
報
告
事
項

�
農
業
委
員
会
報
告
に
つ
い
て

�
東
京
二
十
三
区
清
掃
一
部
事
務

組
合
議
会
会
議
結
果
に
つ
い
て

�
使
用
済
小
型
家
電
の
リ
サ
イ
ク

ル
事
業
の
実
施
結
果
に
つ
い
て

〈
主
な
審
査
内
容
〉

東
京
都
板
橋
区
立
体
育
施
設
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て
は
、
東
京
都
板
橋
区
立
浮
間

舟
渡
フ
ッ
ト
サ
ル
パ
ー
ク
の
開
設

に
当
た
り
、
同
施
設
の
条
例
へ
の

追
加
お
よ
び
使
用
料
の
設
定
を
行

う
内
容
お
よ
び
体
育
施
設
の
利
用

拡
大
の
た
め
体
育
施
設
利
用
不
承

認
の
例
外
規
定
（
営
利
な
ど
の
承

認
）
を
制
定
す
る
内
容
で
す
。

担
当
課
か
ら
は
、
条
例
の
改
正

理
由
お
よ
び
改
正
内
容
、
施
行
日
、

区
立
浮
間
舟
渡
フ
ッ
ト
サ
ル
パ
ー

ク
施
設
の
概
要
、
利
用
時
間
、
使

用
料
、
利
用
方
法
な
ど
に
つ
い
て

説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

委
員
か
ら
は
、
区
立
浮
間
舟
渡

フ
ッ
ト
サ
ル
パ
ー
ク
施
設
の
共
同

管
理
に
関
す
る
北
区
と
の
協
議
内

容
、
基
本
的
に
は
営
利
は
認
め
な

い
と
決
め
た
当
初
の
区
の
考
え
方
、

営
利
の
定
義
、
物
品
販
売
も
含
め

た
営
利
に
対
す
る
区
の
考
え
、
営

利
の
承
認
・
不
承
認
を
判
断
す
る

規
則
の
制
定
予
定
、
営
利
目
的
に

よ
る
開
催
回
数
を
制
限
す
る
規
定

を
規
則
で
定
め
る
予
定
、
条
例
改

正
後
の
区
と
営
利
団
体
と
の
関
係
、

区
が
現
在
想
定
し
て
い
る
営
利
団

体
、
条
例
改
正
に
よ
る
利
用
料
の

増
加
と
区
へ
の
還
元
金
と
の
関
係
、

営
利
団
体
と
区
民
団
体
と
の
利
用

調
整
な
ど
に
つ
い
て
活
発
な
質
疑

が
あ
り
ま
し
た
。

表
決
の
結
果
、
全
会
一
致
で
原

案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
し
ま
し
た
。

（
１２
月
３
日
）

〈
審
査
し
た
案
件
〉

■
議

案

�
東
京
都
板
橋
区
立
ふ
れ
あ
い
館

及
び
東
京
都
板
橋
区
立
シ
ニ
ア

学
習
プ
ラ
ザ
の
指
定
管
理
者
の

指
定
に
つ
い
て

■
陳

情

�
「
飼
い
主
の
い
な
い
猫
」
対
策

に
関
す
る
根
本
的
見
直
し
の
陳

情
�
要
支
援
者
を
介
護
保
険
給
付
か

ら
外
さ
な
い
よ
う
に
国
に
対
し

て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
を

求
め
る
陳
情

�
臨
時
国
会
に
再
提
出
さ
れ
た
生

活
保
護
関
連
法
案
に
反
対
す
る

こ
と
を
国
に
対
し
て
意
見
書
の

提
出
を
求
め
る
陳
情

■
報
告
事
項

�
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
議
会
会
議
結
果
に
つ
い
て

�
老
人
ク
ラ
ブ
の
助
成
金
調
査
結

果
報
告
に
つ
い
て

�
板
橋
区
立
仲
町
、
徳
丸
、
高
島

平
ふ
れ
あ
い
館
指
定
管
理
者
の

管
理
運
営
業
務
に
係
る
評
価
報

告
に
つ
い
て

�
板
橋
区
立
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
指
定
管
理
者
の
管
理
運
営
業

務
に
係
る
評
価
報
告
に
つ
い
て

�
板
橋
区
立
高
齢
者
在
宅
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
の
管

理
運
営
業
務
に
係
る
評
価
報
告

に
つ
い
て

�
平
成
２６
・
２７
年
度
東
京
都
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
率
に
つ
い

て
〈
主
な
審
査
内
容
〉

老
人
ク
ラ
ブ
の
助
成
金
調
査
結

果
報
告
に
つ
い
て
は
、
単
位
老
人

ク
ラ
ブ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
、
会

員
名
簿
に
基
づ
き
不
適
切
に
支
給

さ
れ
た
助
成
金
に
つ
い
て
の
調
査

結
果
の
報
告
で
す
。

担
当
課
か
ら
は
、
全
老
人
ク
ラ

ブ
に
対
す
る
会
員
名
簿
の
再
点
検
、

抽
出
し
た
老
人
ク
ラ
ブ
に
対
す
る

会
計
処
理
な
ど
の
実
地
調
査
、
助

成
金
を
過
大
に
交
付
し
た
当
該
団

体
の
会
員
名
簿
登
録
者
に
対
す
る

加
入
確
認
調
査
の
内
容
と
調
査
結

果
、
助
成
金
を
過
大
に
交
付
し
た

当
該
団
体
に
対
す
る
区
の
対
応
、

再
発
防
止
に
向
け
た
改
善
策
な
ど

に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

委
員
か
ら
は
、
返
還
請
求
の
対

象
者
、
不
適
切
に
支
給
さ
れ
て
い

た
助
成
金
の
使
途
、
当
該
老
人
ク

ラ
ブ
の
名
称
変
更
の
手
続
き
、
当

該
ク
ラ
ブ
を
継
承
し
て
い
る
既
存

の
団
体
に
対
す
る
返
還
請
求
の
方

法
、
不
正
請
求
時
の
対
応
に
関
す

る
規
定
内
容
、
無
作
為
で
抽
出
し

た
１２
ク
ラ
ブ
に
対
し
行
っ
た
預
金

通
帳
や
領
収
書
な
ど
の
書
類
点
検

の
理
由
、
新
制
度
の
策
定
に
向
け

た
検
討
状
況
、
助
成
金
を
支
給
す

る
に
あ
た
り
同
調
査
を
継
続
し
て

行
う
必
要
性
、
自
署
・
捺
印
に
よ

る
入
会
票
の
本
人
確
認
の
信
ぴ
ょ

う
性
、
助
成
金
額
の
算
定
方
法
の

見
直
し
、
全
老
人
ク
ラ
ブ
に
対
す

る
区
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
な
ど

に
つ
い
て
活
発
な
質
疑
が
あ
り
ま

し
た
。

（
１２
月
４
日
）

〈
審
査
し
た
案
件
〉

■
議

案

�
自
転
車
等
の
駐
車
場
の
整
備
及

び
放
置
の
防
止
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

�
板
橋
区
道
の
一
部
廃
止
及
び
変

更
に
つ
い
て

■
報
告
事
項

�
板
橋
区
景
観
計
画
の
変
更
（
加

賀
一
・
二
丁
目
地
区
景
観
形
成

重
点
地
区
指
定
）
に
つ
い
て

〈
主
な
審
査
内
容
〉

板
橋
区
景
観
計
画
の
変
更
（
加

賀
一
・
二
丁
目
地
区
景
観
形
成
重

点
地
区
指
定
）
に
つ
い
て
は
、
か

ね
て
よ
り
取
り
組
み
を
行
っ
て
い

た
加
賀
一
・
二
丁
目
地
区
の
板
橋

区
景
観
計
画
に
お
け
る
景
観
形
成

重
点
地
区
へ
の
指
定
に
伴
い
、
板

橋
区
景
観
計
画
を
変
更
す
る
こ
と

に
つ
い
て
、
各
関
係
協
議
お
よ
び

所
定
の
手
続
き
が
整
っ
た
た
め
、

板
橋
区
景
観
計
画
を
変
更
す
る
こ

と
に
つ
い
て
の
報
告
で
す
。

担
当
課
か
ら
は
、
計
画
の
概
要
、

景
観
形
成
重
点
地
区
に
お
い
て
、

新
た
に
一
般
地
域
と
景
観
形
成
重

点
地
区
が
加
わ
っ
た
こ
と
に
よ
る

変
更
の
概
要
、
加
賀
一
・
二
丁
目

重
点
地
区
の
策
定
経
緯
、
今
後
の

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
説
明
が

あ
り
ま
し
た
。

委
員
か
ら
は
、
重
点
地
区
の
指

定
に
関
す
る
指
針
、
重
点
地
区
の

指
定
に
伴
う
景
観
計
画
策
定
に
向

け
た
住
民
参
加
に
つ
い
て
の
考
え

方
、
目
標
を
設
定
し
た
う
え
で
迅

速
に
重
点
地
区
を
推
進
す
る
こ
と

の
重
要
性
、
広
告
物
の
規
制
対
象
、

絶
対
高
さ
と
景
観
形
成
重
点
地
区

の
整
合
性
、
景
観
形
成
地
区
に
お

け
る
色
彩
の
規
制
、
加
賀
一
・
二

丁
目
地
区
に
お
け
る
景
観
基
準
の

方
向
性
、
景
観
形
成
地
区
と
建
築

基
準
法
と
の
関
係
や
建
築
確
認
申

請
の
確
認
方
法
な
ど
に
つ
い
て
活

発
な
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

（
１２
月
４
・
１６
日
）

〈
審
査
し
た
案
件
〉

■
議

案

�
東
京
都
板
橋
区
立
保
育
所
の
指

定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

�
東
京
都
板
橋
区
あ
い
キ
ッ
ズ
条

例
�
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

■
請

願

�
学
童
ク
ラ
ブ
廃
止
を
目
的
と
し

た
「
新
あ
い
キ
ッ
ズ
」
事
業
の

見
直
し
の
た
め
の
、
区
議
会
に

よ
る
調
査
・
検
討
に
関
す
る
請

願
■
報
告
事
項

�
教
育
委
員
会
の
動
き
に
つ
い
て

�
板
橋
区
教
育
振
興
推
進
計
画

「
い
た
ば
し
学
び
支
援
プ
ラ
ン

（
第
３
期
）
」
中
間
の
ま
と
め

（
案
）
に
つ
い
て

�
平
成
２５
年
特
別
区
人
事
委
員
会

勧
告
後
の
状
況
（
幼
稚
園
教
育

職
員
）
に
つ
い
て

�
「
魅
力
あ
る
学
校
づ
く
り
プ
ラ

ン
」
（
素
案
）
に
つ
い
て

〈
主
な
審
査
内
容
〉

東
京
都
板
橋
区
あ
い
キ
ッ
ズ
条

例
に
つ
い
て
は
、
板
橋
区
立
小
学

校
に
お
い
て
、
放
課
後
な
ど
に
児

童
の
安
心
・
安
全
な
居
場
所
を
確

保
し
、
児
童
の
健
全
育
成
、
保
護

者
の
子
育
て
と
仕
事
な
ど
の
両
立

支
援
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
事
業
（
あ
い
キ
ッ
ズ
）
の
実
施

に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る

内
容
で
す
。

担
当
課
か
ら
は
、
制
定
の
目
的
、

条
例
概
要
、
制
度
の
内
容
に
つ
い

て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

委
員
か
ら
は
、
新
あ
い
キ
ッ
ズ

制
度
実
施
に
至
る
経
緯
、
要
支
援

児
へ
の
対
応
、
プ
レ
イ
ン
グ
パ
ー

ト
ナ
ー
の
削
減
に
よ
る
質
の
低
下

に
対
す
る
考
え
、
あ
い
キ
ッ
ズ
の

運
営
に
関
す
る
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

作
成
の
可
能
性
、
新
あ
い
キ
ッ
ズ

導
入
時
に
お
け
る
国
の
補
助
金
額
、

新
あ
い
キ
ッ
ズ
に
お
け
る
安
心
・

安
全
な
居
場
所
に
つ
い
て
の
考
え

方
な
ど
に
つ
い
て
活
発
な
質
疑
が

あ
り
ま
し
た
。

意
見
表
明
で
は
、
決
定
的
な
欠

陥
は
な
く
、
実
施
す
る
こ
と
に
よ

る
メ
リ
ッ
ト
を
考
慮
し
て
賛
成
と

の
意
見
や
、
条
例
制
定
を
急
ぐ
必

要
は
な
い
と
し
て
反
対
と
の
意
見

が
出
さ
れ
ま
し
た
。

表
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
原

案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
し
ま
し
た
。

な
お
、
２
委
員
よ
り
少
数
意
見

の
留
保
が
あ
り
ま
し
た
。

企

画

総

務

委

員

会

区

民

環

境

委

員

会

健

康

福

祉

委

員

会

都

市

建

設

委

員

会

文

教

児

童

委

員

会

各常任委員会では、傍聴者が見守る中、本会議において付託された
議案と陳情について、専門的な立場から審査を行いました。
ここでは、各常任委員会での審査概要についてお知らせします。

※本会議や委員会の運営次第、議案や委員会配布資料などを区議会ホームページで公開しています。
公開する文書や公開の時期および期間については、区議会ホームページをご覧ください。
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第１６７号い た ば し 区 議 会 だ よ り（３）平成２６年（２０１４年）１月１日


